
平成３０年度

大分県自立支援協議会

日 時：平成３０年６月２７日（水）

場 所：大分県庁舎 別館８４会議室

大分県福祉保健部障害福祉課



議 題

１ 大分県自立支援協議会及び市町村自立支援協議会の取組について・・・１

【別冊】大分県地域移行・地域定着支援事例集

２ 大分県障がい者基本計画及び大分県障がい福祉計画について・・・・１１

【別冊】大分県障がい者基本計画（第４期）

大分県障がい福祉計画(第５期)・大分県障がい児福祉計画(第１期)

３ 全国障害者芸術･文化祭おおいた大会について ・・・・・・・・・・１７

【パンフレット、チラシ】公式パンフレット vol.2

全国障がい者作品展作品募集

鑑賞ワークショップ 劇場って楽しい！！

４ その他



議題１

大分県自立支援協議会及び

市町村自立支援協議会の取組について

- 1 -



30

PR CATV

- 2 -



- 3 -



- 4 -



 

平成 29 年度大分県自立支援協議会開催状況及び 

平成 30 年度大分県自立支援協議会開催計画について 

 
１ 大分県自立支援協議会  
 

Ｈ

29

実

績 

 
■市町村自立支援協議会担当者会議 （Ｈ２９．５．３０） 

（１）自立支援協議会の開催状況等について 
・平成２８年度大分県自立支援協議会の開催状況について 
・市町村自立支援協議会の開催状況等について 

（２）大分県障がい者相談支援県内アドバイザー派遣事業について 
（３）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築について 

・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムについて 
・市町村の取組事例について（杵築市、宇佐市） 
 

■第１回大分県自立支援協議会 （Ｈ２９．１１．７） 
（１）大分県自立支援協議会及び市町村自立支援協議会の取組について 

・市町村自立支援協議会の取組について 
・大分県自立支援協議会の取組について 
・地域移行専門部会、相談支援・研修部会の開催状況について 
・県内アドバイザー派遣事業について 

（２）大分県障がい福祉計画（第４期）の進捗状況及び 
大分県障がい福祉計画（第５期）策定について 

（３）障害者総合支援法等の改正について 
 
■第２回大分県自立支援協議会 （Ｈ３０．２．２６） 
（１）大分県自立支援協議会部会の活動報告について 

・県内アドバイザー派遣事業について 
・相談支援従事者の研修等について 
・地域移行事例集について 
・精神障がい者ワーキングについて 

（２）平成３０年度の取組について 
・部会の取組について 
・地域生活支援拠点の整備について 

（３）その他報告事項 
・各市町村自立支援協議会の活動状況（課題）について 
・大分県障がい福祉計画（第 5 期）について 
・大分県の平成３０年度当初予算新規事業 

Ｈ

30

計

画 

 
■市町村自立支援協議会担当者会議 （Ｈ３０．５．２９） 
（１）自立支援協議会の開催状況等について 

・平成２９年度大分県自立支援協議会の開催状況について 
・平成３０年度市町村自立支援協議会の開催状況等について 

（２）大分県障がい者相談支援県内アドバイザー派遣事業について 
（３）地域生活支援拠点整備について 
（４）「全国障害者芸術･文化祭おおいた大会」について 

 

■大分県自立支援協議会 （Ｈ３０．６．２７） 

（１）大分県自立支援協議会及び市町村自立支援協議会の取組について 

（２）大分県障がい者基本計画及び大分県障がい福祉計画について 

（３）全国障害者芸術･文化祭おおいた大会について 
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２ 相談支援・研修部会 
 

Ｈ

29

実

績 

 
■第１回相談支援・研修部会 （Ｈ２９．４．２８） 

（１）アドバイザー派遣事業要綱（案）について 
（２）平成 29 年度相談支援国研修派遣候補者について 

・相談支援従事者の人材育成のあり方について 
（３）その他報告事項 

・広島県自立支援協議会「相談支援・研修部会」について 
・地域共生社会の推進と地域包括ケアシステムの構築に向けて 
 

■第２回相談支援・研修部会 （Ｈ２９．７．１４） 
（１）大分県相談支援従事者の研修状況について 

・大分県の研修事業の状況及び先進県の研修事業の状況について 
・国の研修の制度改正についての説明 

（２）市町村自立支援協議会相談部会の活性化と連携について 
・各市町村の開催状況、各圏域の状況報告 
・市町村の課題抽出方法、アドバイザー派遣事業の申請について 

（３）その他報告事項  
・アドバイザー派遣事業について（由布市からの依頼） 
 

■第３回相談支援・研修部会 （Ｈ３０．１．２６） 
（１）平成２９年度の活動報告について 

・平成２９年度研修の開催状況報告 
・平成２９年度アドバイザー派遣の報告 

（２）平成３０年度の取組について 
・アドバイザー派遣について 
・研修制度の改正について(相談支援専門員・サービス管理責任者等) 
・大分県相談支援推進協議会 相談支援専門員養成について 

（３）平成３０年度年間スケジュールについて 

Ｈ

30

計

画 

 
 

○圏域会議の開催 

・広域の連携を深めるため、６圏域において市町村担当者を含めた圏

域会議を開催する。 
○県内アドバイザー事業 

・各市町村のニーズを受けて自立支援協議会の活性化に向けアドバイ

ザー派遣を行う。 
○相談支援従事者の人材育成のあり方 

・相談支援従事者の知識・技術向上のため人材育成について検討する。 
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３ 地域移行専門部会 
 

Ｈ

29

実

績 

 
■第１回地域移行専門部会  （Ｈ２９．１０．２３） 

（１）平成２８年度協議内容の報告と今後の取組方針について 
・｢地域移行・地域定着支援事例集｣の作成報告 
・アドバイザー派遣事業 
・｢地域移行・地域定着支援事例集｣の完成 
・地域移行及び地域定着支援に関する情報収集等(課題抽出、共有) 

（２）｢地域移行・地域定着支援事例集｣について 
（３）H28 精神障がい者地域移行ワーキングの協議内容の報告について 
（４）大分県障がい福祉計画（第４期）の平成２８年度実績報告及び 

大分県障がい福祉計画（第５期）の骨子案について 
（５）地域移行・地域定着支援についての意見交換 
 

■第２回地域移行専門部会  （Ｈ３０．２．６） 
（１）平成２９年度活動報告について 

・精神障がい者地域移行ワーキングの活動報告 
・「地域移行・地域定着支援事例集」の作成 

（２）平成３０年度の取組について 
・精神障がい者地域移行ワーキングの取組 
・アドバイザー派遣事業 
・住宅確保等に関する制度の紹介、新たな住宅セーフティネット
制度について、登録住宅制度、家賃債務保証制度について 

Ｈ

30

計

画 

 
〇地域移行・地域定着アドバイザー 

・地域移行・地域定着を推進するため支援経験が豊富な相談支援専門

員を地域移行・地域定着のアドバイザーとして登録 
〇精神障がい者地域移行ワーキングとの連携 

〇居住支援協議会との連携 

・住宅確保の課題検討のため居住支援協議会（事務局：大分県建築住

宅課）と連携 
 
 
 
４ 精神障がい者地域移行ワーキング 
 

Ｈ

29

実

績 

■第１回精神障がい者地域移行ワーキング （Ｈ２９．７．２７） 
・平成２９年度ワーキングでの取組についての検討 

 
■第２回精神障がい者地域移行ワーキング （Ｈ２９．９．２６） 

・ピアサポーターの養成に向けた協議 
・地域相談支援の充実に向けて相談支援専門員等を対象とした研修等の
企画 

 
■第３回精神障がい者地域移行ワーキング （Ｈ３０．１．２６） 

・平成３０年度の取組について検討 
・平成２９年度６３０調査の結果について 

Ｈ

30

計

画 

・ピアサポーターの養成 
・地域相談支援の充実に向け、相談支援専門員等を対象とした研修等を実

施 
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大分県障がい者相談支援県内アドバイザー派遣事業実施要綱 
 
（目的） 
第１条 大分県障がい者相談支援県内アドバイザー派遣事業（以下、「本事業」という。）は、障が

い者及び障がい児（以下、「障がい者等」という。）の相談支援等に関し専門性の高いアドバ
イザーを派遣し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等、広域的支援をおこなうこ
とにより地域における相談支援体制等の整備を推進することを目的とする。 

 
（業務内容） 
第２条 本事業のアドバイザー（以下、「アドバイザー」という。）は、関係機関と協力し、前条の

目的を達成するために、次に掲げる業務をおこなう。 
（1） 第６条の派遣先において、次に掲げる事項につき、助言等をおこなうこと 

   ア 協議会の運営支援に関すること 
   イ 地域で対応困難な事例に関すること 
   ウ 相談支援専門員のスキルアップに関すること 
   エ その他必要な事項に関すること 
（2） 相談支援専門員の人材育成に関する企画に参画すること 
（3） その他、大分県自立支援協議会相談支援・研修部会にて協議をおこない必要と認めた業務 

 
（連携） 
第３条 本事業の運営にあたっては、市町村の他、必要な関係機関・団体と連携・協力しながら事

業を推進する。 
 
（アドバイザーの登録） 
第４条 大分県自立支援協議会相談支援・研修部会長（以下、「部会長」という。）は、次の各号に

該当するものの中からアドバイザーを選任する。また、アドバイザー名簿を作成し、必要に
応じて情報開示をおこなうものとする。 

（1） 地域における相談支援体制整備について実績を有するもの 
（2） 相談支援その他の障がい者等の支援について相当期間の経験及び見識を有するもの 
（3） 所属団体・機関等の利益に優先し、障害者ケアマネジメントの資質向上のために尽力でき

るもの 
 
（派遣申し込み） 
第５条 アドバイザーの派遣を希望する機関は、依頼したい業務内容、その理由等を記した派遣依

頼申込書（様式１）を作成し、機関が所在する市町村の市町村障がい福祉主管課長あてに提
出する。 

２   市町村障がい福祉主管課長は前項の申し込みに意見を付し、部会長に提出する。 
 
（派遣決定） 
第６条 部会長は、前条第２項の提出があった場合、第１条の目的及び第２条の業務内容に合致す

るかを判断し、アドバイザー派遣をおこなう。 
 
（報告及び連絡、調整） 
第７条 部会長は、第２条の業務について、報告を受け、連絡及び調整を図るため、アドバイザー

が出席する会議を招集し、開催する。 
２ 部会長は、大分県自立支援協議会において、活動報告をおこなう。 

 
（秘密の保持） 
第８条 本事業実施にあたって、関係者は個人情報の保護に万全を期し、正当な理由なく、業務上

知り得た情報を漏洩してはならない。 
 
（運営） 
第９条 本事業については、事業運営の委託をおこなうことができる。 
 
（その他） 
第 10条  本要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別途定める。 
 
 
 附 則 
  この要綱は平成２９年５月１日から施行する。 
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び

計
画

に
つ

い
て

の
報

告
・
市

町
村

自
立

支
援

協
議

会
の

課
題

に
つ

い
て

の
報

告
・
大

分
県

障
が

い
福

祉
計

画
に

つ
い

て
の

意
見

聴
取

・
市

町
村

自
立

支
援

協
議

会
へ

の
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業

・
市

町
村

の
相

談
支

援
事

業
や

自
立

支
援

協
議

会
の

状
況

を
各

圏
域

ご
と

に
確

認
・
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
・
相

談
支

援
従

事
者

に
対

す
る

研
修

の
内

容
等

に
つ

い
て

検
討

・
相

談
支

援
従

事
者

の
人

材
育

成
の

あ
り

方
に

つ
い

て
検

討
・
市

町
村

担
当

者
を

含
め

た
圏

域
会

議
の

開
催

相
談

支
援

・
研

修
部

会
地

域
移

行
専

門
部

会

・
地

域
移

行
に

関
す

る
課

題
を

把
握

、
分

析
し

、
支

援
策

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
く

。
・
市

町
村

自
立

支
援

協
議

会
の

地
域

移
行

に
関

す
る

取
り

組
み

状
況

に
つ

い
て

把
握

し
、

適
切

な
支

援
、

助
言

を
行

う
。

・
地

域
移

行
・
地

域
定

着
の

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

登
録

・
居

住
支

援
協

議
会

と
の

連
携

状
況

把
握

ア
プ

ロ
ー

チ
助

言
等

市
町

村
自

立
支

援
協

議
会

地
域

移
行

ワ
ー

キ
ン

グ

○
大

分
県

自
立

支
援

協
議

会
の

所
掌

事
務

１
市

町
村

に
お

け
る

相
談

支
援

体
制

の
状

況
の

把
握

、
評

価
及

び
整

備
方

針
に

関
す

る
助

言
を

行
う
こ

と
。

【
市

町
村

自
立

支
援

協
議

会
担

当
者

会
議

】

２
相

談
支

援
事

業
者

に
対

す
る

研
修

の
在

り
方

に
関

す
る

協
議

を
行

う
こ

と
。

【
相

談
支

援
・
研

修
部

会
】

３
障

が
い

者
の

地
域

移
行

に
関

す
る

課
題

や
困

難
事

例
に

つ
い

て
議

論
し

、
支

援
方

法
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
。

【
地

域
移

行
専

門
部

会
】

４
専

門
的

分
野

に
お

け
る

障
が

い
者

等
に

対
す

る
支

援
方

策
に

関
し

、
情

報
及

び
知

識
を

共
有

す
る

と
と

も
に

、
普

及
啓

発
を

行
う
こ

と
。

【
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業
】

５
市

町
村

相
談

支
援

機
能

強
化

事
業

及
び

県
の

相
談

支
援

体
制

整
備

事
業

等
に

よ
る

市
町

村
の

相
談

支
援

体
制

へ
の

支
援

に
関

す
る

協
議

を
行

う
こ

と
。

【
相

談
支

援
・
研

修
部

会
】

６
そ

の
他

、
障

が
い

者
等

へ
の

相
談

支
援

に
関

し
必

要
な

事
項

【
相

談
支

援
・
研

修
部

会
、

地
域

移
行

専
門

部
会

】

大
分

県
自

立
支

援
協

議
会
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議題２

大分県障がい者基本計画及び

大分県障がい福祉計画について
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5
6

5
7

5
8

5
9

6
0

6
1

6
2

6
3

元
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

法
律

長
期

計
画

（
内

閣
府

）

実
施

計
画

（
内

閣
府

）

そ
の

他
動

向

支 援 法

発 達 障 害 者

円 滑 化 促 進 法

障 害 者 等 移 動

虐 待 防 止 法

障 害 者

推 進 法

優 先 調 達

条 約 の 批 准

障 害 者 権 利

解 消 法

障 害 者 差 別

ピ ッ ク

東 京 パ ラ リ ン

長
期

計
画

基
本

計
画

（
基

本
法

）

実
施

計
画

（
自

立
支

援
法

）

基
本

計
画

（
基

本
法

）

実
施

計
画

（
自

立
支

援
法

）

県 市 町 村

障
が

い
者

施
策

に
関

す
る

各
種

計
画

の
位

置
づ

け

国

障
害

者
対

策
に

関
す

る
長

期
計

画
障

害
者

対
策

に
関

す
る

新
長

期
計

画
障

害
者

基
本

計
画

（
第

２
次

）

障
害

者
プ

ラ
ン

重
点

施
策

実
施

５
か

年
計

画
（
新

障
害

者
プ

ラ
ン

）

障
害

者
施

策
に

関
す

る
大

分
県

長
期

行
動

計
画

障
害

者
施

策
に

関
す

る
新

大
分

県
長

期
行

動
計

画
大

分
県

障
害

者
基

本
計

画
（
第

３
期

）

大
分

県
身

体
・
知

的
障

害
者

施
策

実
施

計
画

大
分

県
精

神
障

害
者

プ
ラ

ン

市
町

村
障

害
者

計
画

年
度

昭
和

平
成

（
略

）
（障

害
者

基
本

法
の

改
正

に
伴

い
Ｈ

１
９

年
４

月
か

ら
義

務
づ

け
市

町
村

ご
と

に
計

画
期

間
が

異
な

る
）

障
害

者
基

本
法

障
害

者
自

立
支

援
法

障
害

者
総

合
支

援
法

大
分

県
障

が
い

福
祉

計
画

（
第

１
期

）
（
第

２
期

）
（
第

３
期

）

市
町

村
障

害
福

祉
計

画

（
第

１
期

）
（
第

２
期

）
（
第

３
期

）

安
心

・
活

力
・
発

展
プ

ラ
ン

２
０

０
５

大
分

県
障

が
い

者
基

本
計

画
（
第

４
期

）

障
害

者
基

本
計

画
（
第

３
次

）

大
分

県
障

が
い

者
基

本
計

画
（
第

５
期

）

（
第

４
期

）
（
第

５
期

）

障
害

者
基

本
計

画
（
第

４
次

）

安
心

・
活

力
・
発

展
プ

ラ
ン

２
０

１
５

（
第

４
期

）
（
第

５
期

）

県
条

例
施

行
（
H

2
8
.4

心
身

障
害

者
対

策
基

本
法

（
昭

和
４

５
～

）

- 13 -



大
分

県
障

が
い

者
基

本
計

画
（

第
５

期
）

の
策

定
に

つ
い

て
１

計
画

策
定

の
趣

旨
等

(1
)趣

旨
：

障
が

い
者

施
策

を
総

合
的

に
進

め
る

た
め

の
基

本
方

針
(2

)策
定

根
拠

：
障

害
者

基
本

法
第

１
１

条
(3

)計
画

期
間

：
平

成
３

１
年

度
 

平
成

３
５

年
度

（
５

年
間

）
(4

)位
置

づ
け

：
国

の
障

害
者

基
本

計
画

（
第

4
次

）
を

参
考

に
し

て
策

定
す

る
県

長
期

総
合

計
画

の
部

門
計

画

2
 県

の
現

計
画

（
第

４
期

）
の

概
要

4
計

画
策

定
の

体
制

5
 ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

(1
)計

画
期

間
平

成
２

６
年

度
 

３
０

年
度

（
５

年
間

）
(2

)基
本

理
念

①
地

域
で

共
生

す
る

社
会

の
実

現
②

自
立

生
活

の
実

現
③

利
用

者
本

位
と

主
体

的
選

択
④

障
が

い
者

差
別

の
な

い
社

会
の

実
現

(3
)施

策
項

目
①

地
域

生
活

支
援

②
保

健
･医

療
③

教
育

④
文

化
･ス

ポ
ー

ツ
⑤

雇
用

・
就

労
⑥

福
祉

の
ま

ち
づ

く
り

⑦
差

別
の

解
消

･権
利

擁
護

(1
)計

画
期

間
平

成
３

０
年

度
 

３
４

年
度

（
５

年
間

）
(2

)基
本

理
念

共
生

社
会

の
実

現
に

向
け

、
障

が
い

者
が

、
自

ら
の

決
定

に
基

づ
き

社
会

の
あ

ら
ゆ

る
活

動
に

参
加

し
、

そ
の

能
力

を
最

大
限

発
揮

し
て

自
己

実
現

で
き

る
よ

う
支

援
(3

)施
策

項
目

①
安

全
・

安
心

な
生

活
環

境
の

整
備

②
情

報
ア

ク
セ

シ
ビ

リ
テ

ィ
の

向
上

と
意

思
疎

通
支

援
の

充
実

③
保

健
・

医
療

の
推

進
④

雇
用

・
就

業
・

経
済

的
自

立
の

支
援

⑤
教

育
の

振
興

⑥
文

化
芸

術
活

動
・

ス
ポ

ー
ツ

等
の

振
興

等

大
分

県
障

害
者

施
策

推
進

協
議

会
（

障
害

者
団

体
、

施
設

等
代

表
2
0
名

）

H
3

0
年

3
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

1
0

月
1

1
月

1
2

月
１

月
２

月
３

月

（ 第 ４ 次 ） 国 策 定

■ 障 害 者 基 本 計 画

推 進 協 議 会

■ 第 ２ 回 施 策

推 進 協 議 会

■ 第 １ 回 施 策

推 進 協 議 会

■ 第 ３ 回 施 策

৮ ভ ਾ ઔ

完 成 ･ 公 表
コ メ ン ト 募 集

パ ブ リ ッ ク

基
本

方
針

･骨
子

の
作

成
素

案
作

成
成

案
作

成

3
 国

の
基

本
計

画
（

第
４

次
）

の
概

要

参
考

：
大

分
県

障
が

い
福

祉
計

画
（

第
５

期
）

※
平

成
2

9
年

度
策

定
(1

)趣
旨

：
障

が
い

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
体

制
確

保
の

た
め

の
実

施
計

画
(2

)策
定

根
拠

：
障

害
者

総
合

支
援

法
第

8
9
条

(3
)計

画
期

間
：

平
成

３
0
年

度
 

平
成

３
2
年

度
（

3
年

間
）

(4
)位

置
づ

け
：

県
長

期
総

合
計

画
の

部
門

計
画

に 意 見 聴 取

障 が い 当 事 者 等

【
庁

内
作

業
部

会
（

案
）

】

・
福

祉
保

健
企

画
課

・
医

療
政

策
課

・
健

康
づ

く
り

支
援

課
・

高
齢

者
福

祉
課

・
こ

ど
も

未
来

課
・

障
害

福
祉

課
・

障
害

者
社

会
参

加
推

進
室

・
こ

こ
ろ

と
か

ら
だ

の
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
・

生
活

環
境

企
画

課

・
政

策
企

画
課

・
情

報
政

策
課

・
雇

用
労

働
政

策
課

・
建

設
政

策
課

・
特

別
支

援
教

育
課

・
体

育
保

健
課

・
警

務
課

・
交

通
規

制
課

・
そ

の
他

、
必

要
に

応
じ

て
参

画
依

頼

フ レ ー ム 照 会

概 要 説 明

ૂ     ভ ⋇

৮ ভ ਾ ઔ

৮ ভ ਾ ઔ
৮ ভ ਾ ઔ

フ レ ー ム と り ま と め

ૂ     ভ ⋈

素 案 と り ま と め

ૂ     ভ ⋉

素 案 へ の 意 見 反 映

ૂ     ভ ⋊
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大
分

県
障

が
い

者
基

本
計

画
（

第
４

期
）

の
概

要

計
画

の
位

置
づ

け
等

位
置

付
け

：
障

害
者

基
本

法
（

第
１

１
条

）
に

基
づ

く
、

「
障

が
い

者
の

た
め

の
施

策
に

関
す

る
基

本
的

な
計

画
」

と
し

て
、

本
県

に
お

い
て

推
進

す
べ

き
障

が
い

者
施

策
の

基
本

的
方

向
や

実
施

方
策

な
ど

を
明

ら
か

に
し

、
県

、
市

町
村

、
関

係
者

が
一

体
と

な
っ

て
障

が
い

者
施

策
を

総
合

的
に

進
め

る
た

め
の

基
本

方
針

。

基
本

理
念

①
地

域
で

共
生

す
る

社
会

の
実

現

・
障

が
い

の
あ

る
人

も
な

い
人

も
共

に
い

き
い

き
と

生
活

し
、

活
動

で
き

る
社

会
の

構
築

②
自

立
生

活
の

実
現

・
障

が
い

者
が

地
域

で
自

立
し

て
暮

ら
し

働
け

る
社

会
づ

く
り

・
障

が
い

者
が

い
き

い
き

と
個

性
を

発
揮

で
き

る
環

境
づ

く
り

③
利

用
者

本
位

と
主

体
的

選
択

・
自

ら
選

ん
だ

地
域

で
安

心
し

て
暮

ら
し

て
い

け
る

体
制

の
整

備

④
障

が
い

者
差

別
の

な
い

社
会

の
実

現

第
１

章
：

計
画

の
基

本
理

念

計
画

期
間

：
平

成
２

６
年

度
か

ら
３

０
年

度
ま

で
の

５
年

間

（
１

）
連

携
・

協
力

の
確

保
（

２
）

相
互

理
解

の
推

進
（

３
）

進
捗

状
況

の
管

理
及

び
評

価

第
４

章
：

推
進

体
制

第
３

章
：

施
策

の
現

状
と

課
題

及
び

今
後

の
方

向

第
１

節
地

域
生

活
支

援
相

談
支

援
体

制
の

整
備

、
在

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
充

実
、

障
が

い
児

支
援

の
充

実
、

情
報

・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
支

援
等

第
２

節
保

健
・

医
療

障
が

い
の

早
期

発
見

・
早

期
治

療
、

医
療

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
の

充
実

、
精

神
保

健
・

医
療

施
策

の
推

進
、

難
病

患
者

の
医

療
と

療
養

生
活

の
確

保

第
３

節
教

育
多

様
な

学
び

の
場

に
お

け
る

特
別

支
援

教
育

の
推

進
，

教
育

環
境

の
整

備

第
４

節
文

化
・

ス
ポ

ー
ツ

文
化

・
芸

術
活

動
の

推
進

、
ス

ポ
ー

ツ
等

の
振

興

第
５

節
雇

用
・

就
労

障
が

い
者

の
雇

用
の

促
進

、
障

が
い

特
性

に
応

じ
た

就
労

支
援

及
び

多
様

な
就

労
機

会
の

確
保

、
福

祉
的

就
労

の
底

上
げ

等

第
６

節
福

祉
の

ま
ち

づ
く

り
障

が
い

者
に

配
慮

し
た

ま
ち

づ
く

り
の

総
合

的
推

進
、

住
宅

・
公

共
的

施
設

等
の

整
備

、
移

動
交

通
手

段
の

確
保

、
防

犯
・

防
災

対
策

の
推

進

第
７

節
差

別
の

解
消

・
権

利
擁

護
障

が
い

を
理

由
と

す
る

差
別

の
解

消
の

推
進

、
障

が
い

者
の

権
利

擁
護

の
推

進

（
１

）
身

体
障

が
い

者
の

状
況

（
４

）
発

達
障

が
い

児
（

者
）

の
状

況

（
２

）
知

的
障

が
い

者
の

状
況

（
５

）
高

次
脳

機
能

障
が

い
者

の
状

況

（
３

）
精

神
障

が
い

者
の

状
況

（
６

）
難

病
患

者
の

状
況

第
２

章
：

障
が

い
者

の
動

向
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関
係

行
政

機
関

 学
識

経
験

者
 障

が
い

者
団

体
等

で
構

成
され

る
「大

分
県

障
害

者
施

策
推

進
協

議
会

 等
 

報
告

  
 

 
意

見
 踏

 
 

 計
画

 
効

果
的

な
推

進
を図

る

１
趣

旨
：

障
害

福
祉

サ
ー

ビス
の

提
供

体
制

の
確

保
を図

る
た

め
の

実
施

計
画

２
根

拠
：

障
害

者
総

合
支

援
法

第
89

条
、児

童
福

祉
法

第
33

条
の

22
３

期
間

：
平

成
30

（
20

18
）

年
度

 
平

成
32

（
20

20
）

年
度

(3
年

間
)

１
障

が
い

者
が

安
心

して
暮

らせ
る

地
域

生
活

の
推

進
(1

)障
が

い
や

障
が

い
者

 
対

 
 

理
解

 
促

進
及

 
権

利
擁

護
 

推
進

（
H2

8.
4施

行
 障

が
い

の
あ

る
人

も
な

い
人

も
心

豊
か

に
暮

らせ
る

大
分

県
づ

くり
条

例
 の

実
効

性
の

向
上

）
(2

)障
害

福
祉

サ
ー

ビス
提

供
基

盤
の

整
備

(3
)障

が
い

者
 

地
域

生
活

移
行

等
 

の
支

援
(4

)障
が

い
者

の
芸

術
文

化
・ス

ポ
ー

ツの
振

興
と社

会
参

加
の

促
進

【成
果

目
標

】
①

福
祉

施
設

 
  

地
域

生
活

移
行

(施
設

入
所

者
数

）
【現

状
】1

,8
95

人
→

【目
標

】1
,8

57
人

②
精

神
科

病
院

 
  

地
域

生
活

移
行

(入
院

後
1年

時
点

 
退

院
率

）
【現

状
】

83
.3

％
→

【目
標

】
90

.0
％

③
精

神
科

病
院

に
お

け
る

1年
以

上
 

長
期

入
院

患
者

数
（

65
歳

以
上

）
【現

状
】

2,
17

4人
→

  【
目

標
】2

,0
31

人
（

65
歳

未
満

）
【現

状
】

1,
13

4人
→

  【
目

標
】

87
0人

2
障

が
い

者
の

就
労

支
援

(1
)障

が
い

者
雇

用
率

日
本

一
 

向
 

 
支

援
 

充
実

(2
)障

が
い

者
の

工
賃

向
上

の
た

め
の

支
援

の
充

実
【成

果
目

標
】

①
障

が
い

者
雇

用
率

 
全

国
順

位
【現

状
】

5位
→

【目
標

】
1位

②
就

労
継

続
支

援
B型

事
業

所
の

平
均

工
賃

（
月

額
・時

間
額

)
【現

状
】

月
額

16
,8

23
円

→
【目

標
】

月
額

18
,8

41
円

時
間

額
23

3円
時

間
額

26
1円

大
分

県
障

が
い

福
祉

計
画

(第
５

期
)・

大
分

県
障

が
い

児
福

祉
計

画
(第

１
期

)に
つ

い
て

第
1章

計
画

の
趣

旨
等

第
2章

障
が

い
福

祉
施

策
の

現
状

及
び

課
題

第
3章

障
が

い
者

が
地

域
で

心
豊

か
に

暮
ら

し働
け

る
社

会
づ

くり
の

推
進

第
４

章
障

が
い

の
あ

る
子

ども
と家

庭
へ

の
支

援
【第

１
期

障
が

い
児

福
祉

計
画

】

１
障

が
い

の
あ

る
子

ども
へ

の
支

援
 

成
長

段
階

 
応

 
 

切
 

目
 

 
 

支
援

体
制

 
構

築
 

(1
)障

が
い

の
あ

る
子

ども
の

個
々

の
状

況
に

応
じた

発
達

支
援

・乳
幼

児
期

、就
学

期
、地

域
に

お
け

る
支

援
体

制
の

整
備

(2
)よ

りき
め

細
か

な
対

応
が

必
要

な
子

ども
へ

の
支

援
・発

達
障

が
い

児
へ

の
支

援
 医

療
的

 
 児

 
 

支
援

・虐
待

を
受

け
た

障
が

い
児

へ
の

支
援

２
障

が
い

の
あ

る
子

ども
の

家
庭

へ
の

支
援

・家
族

の
負

担
軽

減
と子

ども
の

多
様

な
体

験
と余

暇
活

動
の

充
実

・家
族

の
気

持
ち

に
寄

り添
った

支
援

・相
談

支
援

従
事

者
の

支
援

技
術

の
向

上
【成

果
目

標
】

①
健

康
診

査
に

お
け

る
ア

セ
ス

メン
トツ

ー
ル

（
M

-C
HA

T）
の

活
用

【現
状

】
5市

町
→

  【
目

標
】

18
市

町
村

②
ペ

ア
レ

ント
メン

ター
養

成
数

【現
状

】
35

人
→

【目
標

】
72

人

第
５

章
地

域
生

活
支

援
事

業
及

び
障

害
福

祉
 

 
  

量
 

見
込

 

第
６

章
計

画
の

推
進

に
向

け
て
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議題３

全国障害者芸術･文化祭おおいた大会について
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障
が

い
者

ア
ー

ト
事

業
（
展

示
事

業
）

◎
障

が
い

者
ア

ー
ト

の
祭

典
（

9/
29

～
10

/8
大

分
県

立
美

術
館

展
示

室
A
）

①
大

分
の

障
が

い
者

ア
ー

ト
の

歩
み

大
分
県

の
こ
れ

ま
で

の
障

が
い

者
ア
ー

ト
に

関
す

る
取

組
を
展

示
。

・
過

去
の
と

き
め

き
作

品
展

大
賞
受

賞
作

品
の

展
示

・
み

ん
な
の

ア
ー

ツ
体

験
事

業
紹
介

パ
ネ

ル
、

制
作

作
品
等

の
展

示
・
発

掘
調
査

等
で

掘
り

起
こ

し
た
作

品
の

展
示

・
文

化
祭
開

催
に

向
け

て
の

練
習
等

の
取

組
紹

介
②

全
国

障
が

い
者

作
品

展
全

国
の

障
が

い
者
が

作
成
し

た
絵

画
、

書
道
等

の
作

品
を

公
募
し

展
示

。

（
県
外

作
品

9
/
29
～

1
0/
8、

県
内

作
品

1
1
/
9～

1
1/
1
8）

③
ビ

ッ
グ

・
ア

イ
ア

ー
ト

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

入
選

作
品

展
「
共

振
×

響
心

」
（
巡

回
展

）

国
内

唯
一

の
国
際

コ
ン

ク
ー

ル
の
中

か
ら

選
定

し
た
、

質
の

高
い

作
品
を

展
示

。
④

五
感

で
感

じ
る

美
術

館

触
れ
る

こ
と
が

で
き

、
視

覚
以

外
で
楽

し
め

る
絵

画
、

立
像
な

ど
の

作
品

を
展

示
。

⑤
聲

の
形

原
画

展
聴
覚
障

が
い
を

テ
ー

マ
に

し
た

、
漫
画

と
ア

ニ
メ

の
原

画
・
パ

ネ
ル

を
展

示
⑥

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
県

内
の

特
別
支

援
学

校
の

生
徒

を
対
象

に
、

ア
ー

ト
の

楽
し
さ

を
体

験
す

る
プ

ロ
グ
ラ

ム
を

実
施

。
（
県
立

美
術

館
学

芸
員

に
よ

る
「

び
じ
ゅ

つ
か

ん
の

旅
、

び
じ
ゅ

つ
か

ん
の

旅
じ

た
く
」

）

優
れ

た
障

が
い

者
ア

ー
ト

作
品

を
鑑

賞
す

る
機

会
や

障
が

い
者

が
自

ら
芸

術
活

動
に

参
加

す
る

機
会

を
設

け
る

と
と

も
に

、
ア

ー
ト

活
動

を
支

援
す

る
取

組
を

紹
介

す
る

。

◎
ま

ち
な

か
ア

ー
ト

！
（

10
/6

～
11

/2
5

中
央

町
・
竹

町
通

商
店

街
等

）

大
分

駅
か

ら
芸
術

文
化

ゾ
ー

ン
へ

の
導
線

と
な

る
商

店
街

の
店
舗

等
に

、
県

内
の

障
が
い

者
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
の
作

品
や

特
別
支

援
学

校
、

障
が

い
者
施

設
な

ど
を

訪
問

し
て
、

掘
り

起
こ

し
た

作
品
を

展
示

。

◎
聴

覚
障

が
い

者
に

配
慮

し
た

人
形

劇
（
11

/
2
3

県
立

聾
学

校
）

セ
リ

フ
を

使
わ
ず

手
話

や
プ

ラ
カ

ー
ド
な

ど
を

使
っ

た
表

現
方
法

で
上

演
す

る
人

形
劇
を

実
施

。

五
感

で
感

じ
る

美
術

館

ま
ち

な
か

ア
ー

ト
！

ビ
ッ

グ
・
ア

イ
巡

回
展

全
国

障
害

者
作

品
展

県
の

障
が

い
者

ア
ー

ト
事

業
の

実
施

計
画

に
つ

い
て
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◎
１

人
ひ

と
り

の
も

つ
可

能
性

を
活

か
す

仕
組

み
を

考
え

る
ア

ー
ト

展
Ac

tio
n！
（

10
/2

6～
11

/4
大

分
県

立
美

術
館

展
示

室
A
）

県
内

外
の

障
が
い

者
ア

ー
ト

活
動

を
支
援

す
る

方
々

の
取

組
等
を

紹
介

。
紹
介

す
る

取
組
に

関
連

し
た

イ
ベ

ン
ト
や

作
品

展
示

も
実

施
。

◎
障

が
い

者
芸

術
・
ス

ポ
ー

ツ
写

真
展

（
10

/6
～

10
/1

4
県

内
主

要
6駅

、
11

/1
～

11
/5

と
き

め
き

作
品

展
会

場
）

県
内

の
特

別
支
援

学
校

で
芸

術
活

動
に
取

り
組

ん
で

い
る

様
子
や

、
車

い
す

マ
ラ

ソ
ン
、

大
分

県
障

が
い

者
ス
ポ

ー
ツ

大
会
の

様
子

な
ど

の
写

真
を
展

示
。

（
関

連
イ

ベ
ン

ト
）

・
グ

ッ
ド

ジ
ョ

ブ
展

障
が

い
者

と
デ

ザ
イ

ナ
ー

・
企

業
が

コ
ラ

ボ
レ

ー
シ

ョ
ン

し
て

生
み

だ
さ

れ
た

、
魅

力
的

な
商

品
や

商
品

化
へ

の
取

組

を
紹

介
。

◎
と

き
め

き
作

品
展

（
11

/1
～

11
/5

iic
hi

ko
総

合
文

化
セ

ン
タ

ー
ア

ト
リ

ウ
ム

）

県
内

の
障

が
い
の

あ
る

方
の

公
募

作
品
展

（
絵

画
・

工
芸

・
写
真

・
書

・
陶

芸
・

合
作

の
６

部
門

）
を
実

施
。

来
場

者
の

投
票
に

よ
り

、
各

部
門

の
と
き

め
き

大
賞

を
決

定
。

◎
誰

で
も

楽
し

め
る

映
画

館
（

10
月

21
日

Ｔ
ジ

ョ
イ

パ
ー

ク
プ

レ
イ

ス
、

11
月

17
日

、
18

日
Ｔ

Ｏ
Ｈ

Ｏ
シ

ネ
マ

ズ
Ａ

Ｍ
Ｕ

プ
ラ

ザ
お

お
い

た
）

映
画

館
の

１
ス
ク

リ
ー

ン
を

貸
し

切
り
、

障
が

い
の

あ
る

方
（
特

に
知

的
・

発
達

障
が
い

）
に

映
画

館
で

の
鑑
賞

の
機

会
を

提
供

。
（
事

前
申

込
制

有
料
）

（
プ

レ
イ

ベ
ン

ト
）

・
鑑

賞
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

（
１

０
０

日
前

イ
ベ

ン
ト

7/
16

別
府

ビ
ー

コ
ン

プ
ラ

ザ
）

知
的
・

発
達
障

が
い

の
方

を
主

な
対
象

と
し

て
、

劇
場

の
環
境

（
照

明
に

よ
る

明
暗
や

音
の

大
き

さ
等

）
や

マ
ナ

ー
を
学

び
な

が
ら

劇
場

鑑
賞
の

楽
し

さ
を

体
験

す
る
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
。

ま
た
、

劇
場
関

係
者

を
対

象
と

し
た
受

入
側

の
ス

キ
ル

ア
ッ
プ

研
修

も
併

せ
て

実
施
。

・
ド

キ
ュ

メ
ン

ト
映

画
上

映
障
が

い
者

の
施
設

等
で

の
芸

術
活

動
の
様

子
を

撮
影

し
た

ド
キ
ュ

メ
ン

ト
映

画
を

上
映
。

障
が

い
者

ア
ー

ト
事

業
（
展

示
事

業
）

と
き

め
き

作
品

展

ア
ー

ト
展

Ａ
ｃ
ｔｉ
ｏ
ｎ

！
（
学

生
を

案
内

）

障
が

い
者

芸
術

・
ス

ポ
ー

ツ
写

真
展

誰
で

も
楽

し
め

る
映

画
館
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◎
わ

く
わ

く
♪

つ
な

が
る

♪
音

楽
祭

（
10

/8
、

iic
hi

ko
総

合
文

化
セ

ン
タ

ー
グ

ラ
ン

シ
ア

タ
、

ア
ト

リ
ウ

ム
プ

ラ
ザ

）

（
グ

ラ
ン

シ
ア
タ

）
障
が

い
の

あ
る
方

と
な

い
方

が
と

も
に
楽

し
む

音
楽

会
を

開
催
し

、
県

内
か

ら
の

公
募

参
加

者
や

特
別
支

援
学

校
の

生
徒

に
よ
る

合
唱

の
発

表
を

行
う
。

ま
た

、
視

覚
障
が

い
の

あ
る

バ
イ

オ
リ
ニ

ス
ト

和
波
た

か
よ
し

氏
を

招
聘

し
、

暗
闇

の
中

で
の

演
奏
や

大
分

県
立

芸
術

文
化
短

期
大

学
の

学
生

と
の
合

同
演

奏
を

行
う

。
（
ア

ト
リ

ウ
ム
プ

ラ
ザ

）
県
内

の
障

が
い
者

団
体

・
施

設
で

作
成
さ

れ
た

物
品

の
展

示
販
売

会
や

ミ
ニ

ス
テ

ー
ジ

で
の

演
奏

会
な
ど

を
実

施
す

る
。

◎
ダ

ン
ス

！
ダ

ン
ス

！
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

（
11

/4
、

iic
hi

ko
総

合
文

化
セ

ン
タ

ー
音

の
泉

ホ
ー

ル
）

障
が

い
の

あ
る
方

と
大

分
大

学
の

学
生
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

が
と
も

に
つ

く
り

あ
げ

る
ダ
ン

ス
の

ス
テ

ー
ジ

発
表
を

実
施

。
参
加

者
を

公
募
し

、
専

門
家

の
指

導
の
も

と
、

交
流

を
深

め
な
が

ら
練

習
を

重
ね

、
そ
の

成
果

を
発

表
す

る
。

障
が

い
の

あ
る

人
と

な
い

人
と

が
共

に
練

習
し

、
そ

の
成

果
を

ス
テ

ー
ジ

で
発

表
す

る
。

障
が

い
者

ア
ー

ト
事

業
（
ス

テ
ー

ジ
事

業
）

あ
い

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

音
楽

祭

ダ
ン

ス
･ダ

ン
ス

･フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
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◎
ア

ー
ト

を
感

じ
る

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
（
文

化
祭

期
間

前
に

プ
レ

イ
ベ

ン
ト

と
し

て
実

施
予

定
、

県
内

小
学

校
2カ

所
）

県
内

で
活

躍
し
て

い
る

障
が

い
の

あ
る
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
を

小
学
校

に
派

遣
し

、
創

作
活
動

を
一

緒
に

行
い

、
子
供

た
ち

に
障
が

い
者

ア
ー

ト
に

触
れ
る

機
会

を
提

供
す

る
。

ア
ー

ト
を

通
じ

て
障

が
い

の
あ

る
人

と
な

い
人

と
の

交
流

を
促

進
す

る
と

と
も

に
、

ア
ー

ト
に

よ
る

障
が

い
の

あ
る

人
の

自
立

や
社

会
参

加
に

つ
い

て
考

え
る

場
を

提
供

す
る

。

◎
障

が
い

者
ア

ー
ト

フ
ォ

ー
ラ

ム
（

11
/1

大
分

県
消

費
生

活
・
男

女
共

同
参

画
プ

ラ
ザ

2階
大

会
議

室
）

障
が

い
者

の
芸
術

文
化

活
動

の
振

興
を
図

っ
て

い
く

た
め

、
全
国

の
関

係
者

が
集

ま
り
、

障
が

い
者

の
ア

ー
ト
活

動
支

援
（

障
が

い
者
の

参
加

拡
大

、
作
品

発
表

の
促
進

）
や

作
品

の
商

品
化
等

に
つ

い
て

、
全

国
の
先

進
事

例
紹

介
や

情
報
共

有
を

行
う

こ
と

で
、
県

内
関

係
者

の
ノ

ウ
ハ
ウ

蓄
積

と
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

構
築
、

さ
ら

に
は

今
後

の
連
携

を
促

す
。

◎
地

域
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
（

文
化

祭
終

了
後

、
県

内
２

カ
所

で
実

施
）

市
町

村
で

実
施
し

た
障

が
い

者
ア

ー
ト
事

業
の

成
果

や
課

題
を
共

有
し

、
今

後
の

障
が
い

者
ア

ー
ト

に
つ

い
て

意
見

交
換

を
行
い

、
関

係
者

の
連

携
に
よ

る
障

が
い

者
ア

ー
ト
の

振
興

と
取

組
の

定
着
を

図
る

。

関
係

者
：
市

町
村

実
行

委
員

会
委

員
、

特
別

支
援

学
校

、
福

祉
施

設
、

ア
ー

ト
関

係
者

、
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
、

行
政

（
県

、
市

町
村

）
等

文
化

祭
開

催
県

の
大

分
県

と
サ

テ
ラ

イ
ト

開
催

都
道

府
県

が
一

緒
に

、
障

が
い

者
ア

ー
ト

の
振

興
に

必
要

な
支

援
な

ど
を

考
え

る
。

◎
人

材
育

成
事

業
（
ダ

ン
ス

、
音

楽
の

練
習

会
）

わ
く

わ
く

♪
つ
な

が
る

♪
音

楽
祭

や
ダ
ン

ス
！

ダ
ン

ス
！

フ
ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

に
出

演
す
る

公
募

参
加

者
に
対

し
て

、
専

門
家

の
指
導

に
よ

り
実

技
練

習
を
行

う
。

障
が

い
者

ア
ー

ト
事

業
（
交

流
事

業
）

障
が

い
者

ア
ー

ト
事

業
（
全

国
連

携
）

ア
ー

ト
を

感
じ

る
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

ダ
ン

ス
の

練
習

の
様

子
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